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〈令和８年４月～令和１３年３月〉




平成27年４月１日に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行されたことにより、地方公共団体の教育、学術及び文化振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本の方針を町長が定める「志免町教育大綱」の策定が同法第１条の３で義務付けられました。
これに伴い志免町教育委員会は、「志免町の教育施策」を見直し、平成28年度に「志免町教育大綱」と連動した「志免町教育振興基本計画」を策定し、取組を進めてきました。
現在、第２期の志免町教育振興基本計画が終了することから、これまでの取組の評価、志免町の教育施策を取り巻く状況の変化を踏まえ、今後の志免町教育委員会が目指す教育の姿と施策の展開の方向性を示すために、令和８年度から令和１２年度までを計画期間とする「第３期志免町教育振興基本計画」の策定に向けて取り組んでいます。


★パブリックコメントの募集★



パブリックコメントとは、町の基本的な政策の立案などを行おうとする際に、その案の内容を公表し、広く町民のみなさんに広報・広聴することにより、その内容を幅広く周知します。そして、その政策に関係する意見を求め、それらの有益な意見などを考慮して最終的な意思決定を行うための制度です。
この教育振興基本計画の策定にあたっては、町民のみなさんの町政への参加機会の確保と、計画の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図ることによって、町民のみなさんと行政の協働によるまちづくりの実現と開かれた町政の推進を目指しています。
そこで、そのひとつとして、パブリックコメントの募集を行い、広く町民のみなさんからのご意見を求め、当該計画の意思決定の参考とさせていただきます。


裏面をご覧ください



【募　集　要　領】

(1) 意見の募集期間　　令和８年１月１４日(水)～令和８年２月１３日(金)必着

(2) 意見を提出できる方
町内に在住・通勤・通学している方、町内に事業所等を有する方、または当該計画に関係のある方が応募できます。

(3) 意見の募集内容
第３期志免町教育振興基本計画(案)に対する意見です。

(4) 意見の提出方法
次の記載事項を記載または入力のうえ、下記提出先に郵送・ファクシミリ・電子メールまたは直接持参（役場３階学校教育課）により提出してください。
なお、意見を記録に残すという観点から、書面に残らない電話、口頭による意見の受付は行いません。
◆記載事項【①②③④⑥は記載必須】
※必須項目が欠けている場合は、パブリックコメントとして取り扱わない場合があります。
①タイトル「第３期志免町教育振興基本計画(案)についての意見記入票」
②氏名又は名称（担当者氏名）　　　③住所又は事業所等所在地
④連絡先（電話番号）　　⑤年齢　　⑥意見、提言等

(5) パブリックコメントに関する資料の閲覧場所
志免町役場●１階総合案内●３階学校教育課
●町民センター／●町民図書館／●生涯学習１号館／●シーメイト
●町のホームページに掲載します。

(6) ご意見に対する考え方の公表
提出いただいたご意見については、類型化して一覧表にまとめ、町の考え方を付して町のホームページにおいて公表します。（個別の回答はいたしません｡）
また、提出いただいたご意見の原稿は返却いたしません。
なお、提出いただいたご意見については、志免町個人情報保護条例の規定により適正な管理を行ないます。
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(7) 提出先及びお問合せ先
志免町役場　学校教育課　学校教育係
〒811-2292　福岡県糟屋郡志免町志免中央1-1-1
TEL：(092)935-1207　　FAX：(092)935-2951
e-mail：gakkok@town.shime.fukuoka.jp
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